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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第47期

第１四半期
連結累計期間

第48期
第１四半期
連結累計期間

第47期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 933,115 1,190,054 4,392,283

経常利益又は経常損失(△) (千円) △8,720 46,016 176,472

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △12,551 37,215 △88,598

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △4,286 46,447 △68,935

純資産額 (千円) 2,336,622 2,318,421 2,271,974

総資産額 (千円) 5,768,101 4,726,635 4,724,998

１株当たり四半期純利益金額
又は１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △2.47 7.32 △17.43

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 40.51 49.05 48.08
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、前第１四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。当第１四半期連結累計期間については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の概況

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国における緩やかな景気回復及び欧州における景気の底入れ

が見られるものの、中国・アジア新興国の成長速度の鈍化やウクライナ情勢不安の影響など先行き不透明感は残さ

れています。一方、わが国経済は、消費税率引き上げによる需要への影響が懸念されたものの、政府の景気対策等

により影響は限定的な範囲に収まりつつあり、円安・株高の継続を背景に企業収益や個人消費も大幅な落ち込みは

見られず、雇用情勢が改善するなど緩やかな回復傾向が続いております。

当社グループの主力市場である半導体製造装置関連及び産業用エレクトロニクス業界におきましては、普及期に

入ったスマートフォンやタブレットなどモバイル端末向けの需要が引き続き堅調に推移しており、半導体メーカー

各社の設備投資が回復していることを背景に受注環境は改善傾向で推移しております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、主力市場である半導体製造装置業界及び産業機器業界への

深耕はもとより、新エネルギー・エコ関連業界、医療機器業界等、成長産業における市場開拓、拡販に取り組んで

おります。特に技術部門への営業活動により、従来の部品単体での販売に加え、ユニット・実装・カスタム製作の

提案を積極的に行い、お取引先のコスト削減のご要望にお応えすることで受注拡大を目指しております。また、前

期後半より取扱いを開始した産業用コンピュータ、産業用ハブ及びＬＡＮケーブル等制御系製品についても、受注

拡大を目指し、従来の電子部品とあわせて積極的な営業活動に取り組んでおります。

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,190百万円（前年同四半期比27.5％増）、営業利益42百万円（前年

同四半期は営業損失13百万円）、経常利益46百万円（前年同四半期は経常損失８百万円）、四半期純利益37百万円

（前年同四半期は四半期純損失12百万円）という結果になりました。

なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載は行っておりません。　

 

（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、4,726百万円（前連結会計年度末比１百万円、0.0％増）となり

ました。

流動資産は2,368百万円で、前連結会計年度末に比べ３百万円増加いたしました。主として現金及び預金が減少し

た一方で、受取手形及び売掛金と商品が増加したことによるものです。

固定資産は2,358百万円で、前連結会計年度末に比べ２百万円減少いたしました。主として設備等の減価償却によ

る減少と、投資有価証券の増加によるものです。

負債は、2,408百万円（前連結会計年度末比△44百万円、1.8％減）となりました。
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流動負債は1,983百万円で、前連結会計年度末に比べ31百万円減少しました。主として支払手形及び買掛金と賞与

引当金が増加した一方で、短期借入金が減少したことによるものです。

固定負債は424百万円で、前連結会計年度末に比べ13百万円減少いたしました。主として長期借入金の減少による

ものです。

純資産は、主として利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金の増加により、2,318百万円（前連結会計年度

末比46百万円、2.0％増）となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社栄電子(E02878)

四半期報告書

 4/15



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,090,000 5,090,000
東京証券取引所　　
ＪＡＳＤＡＱ　　
（スタンダード）

単元株式数は　　　　　　　
1,000株であります。

計 5,090,000 5,090,000 ― ―
 

　

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年４月１
日～　　　平成26年６
月30日

－ 5,090,000 － 500,000 － 372,500

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日である平成26年３月31日の株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
　普通株式　　　8,000

― ―

完全議決権株式(その他)  普通株式　5,067,000 5,067 ―

単元未満株式 　普通株式　　 15,000 ― ―

発行済株式総数 5,090,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,067 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成26年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社栄電子

東京都千代田区外神田
２-９-10

8,000 ― 8,000 0.1

計 ― 8,000 ― 8,000 0.1
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 728,356 652,010

  受取手形及び売掛金 1,317,007 1,345,058

  商品 303,798 352,053

  繰延税金資産 9,944 14,117

  その他 9,219 7,934

  貸倒引当金 △3,627 △2,836

  流動資産合計 2,364,700 2,368,337

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 615,111 608,672

   土地 1,170,924 1,170,924

   その他（純額） 14,105 13,287

   有形固定資産合計 1,800,140 1,792,884

  無形固定資産 60,139 55,376

  投資その他の資産   

   投資有価証券 463,998 478,492

   その他 74,472 70,008

   貸倒引当金 △38,453 △38,463

   投資その他の資産合計 500,017 510,036

  固定資産合計 2,360,298 2,358,297

 資産合計 4,724,998 4,726,635

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,079,389 1,132,687

  短期借入金 800,000 700,000

  1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

  未払法人税等 12,353 13,017

  賞与引当金 11,434 22,080

  その他 51,649 55,428

  流動負債合計 2,014,827 1,983,214

 固定負債   

  長期借入金 265,000 250,000

  繰延税金負債 112,134 114,756

  退職給付に係る負債 21,362 21,906

  その他 39,700 38,336

  固定負債合計 438,197 424,999

 負債合計 2,453,024 2,408,213
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 500,000 500,000

  資本剰余金 372,500 372,500

  利益剰余金 1,324,437 1,361,652

  自己株式 △3,723 △3,723

  株主資本合計 2,193,213 2,230,429

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 75,792 87,176

  為替換算調整勘定 2,967 816

  その他の包括利益累計額合計 78,760 87,992

 純資産合計 2,271,974 2,318,421

負債純資産合計 4,724,998 4,726,635
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 933,115 1,190,054

売上原価 766,166 975,335

売上総利益 166,949 214,719

販売費及び一般管理費 180,159 172,556

営業利益又は営業損失（△） △13,210 42,162

営業外収益   

 受取利息 18 -

 受取配当金 6,254 7,234

 不動産賃貸料 494 494

 持分法による投資利益 488 -

 その他 1,498 1,589

 営業外収益合計 8,754 9,318

営業外費用   

 支払利息 3,805 2,942

 不動産賃貸費用 375 380

 持分法による投資損失 - 2,085

 その他 83 56

 営業外費用合計 4,264 5,464

経常利益又は経常損失（△） △8,720 46,016

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△8,720 46,016

法人税、住民税及び事業税 5,355 13,356

法人税等調整額 △1,524 △4,555

法人税等合計 3,831 8,801

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,551 37,215

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,551 37,215
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,551 37,215

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,559 11,383

 持分法適用会社に対する持分相当額 2,706 △2,151

 その他の包括利益合計 8,265 9,232

四半期包括利益 △4,286 46,447

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △4,286 46,447

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

減価償却費 11,817千円 12,019千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。　

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。　

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

当社グループの事業は、産業用一般電子部品、電子機器の販売を行っており、事業区分としては、単一のセグ

メントであり、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。   

当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

当社グループの事業は、産業用一般電子部品、電子機器の販売を行っており、事業区分としては、単一のセグ

メントであり、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額又は
　　１株当たり四半期純損失金額（△）

△２円47銭 ７円32銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額又は
　　四半期純損失金額（△）(千円)

△12,551 37,215

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額又は
　　四半期純損失金額（△）(千円)

△12,551 37,215

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,081,889 5,081,889
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期連結累計期間については、１株当たり

四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第１四半期連結累計期間につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月５日

株式会社栄電子

取締役会  御中

 

東陽監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   石   戸   喜   二   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   平　　井　　　 　 肇 　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社栄電子

の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社栄電子及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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